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私は 21歳のときから障害年金を受け取っている。大学で部活動中の事故による怪我が

原因で右足を切断、障がい者となったためだ。 

ただ、障害年金の請求手続は私が行ったわけではない。車いすでの生活に加え、リハビ

リや義足作成のため通院以外の外出は難しく、母が役所の年金担当に相談し、必要書類を

揃え申請した。 

実は 21歳での障害年金の申請はハードルが高い。障害年金制度には、すべての国民が

国民年金へ加入する 20 歳から傷病の初診日までの間に一定期間以上年金保険料を納付、

免除もしくは学生の保険料猶予（学生納付特例）を受けていなければ障害年金がもらえな

い「納付要件」というルールがあるからだ。保険料を支払わず放置していると、怪我や病

気によってどんなに重い障がいを負ったとしても、「もしもの時の生活保障」となる障害

年金を受け取ることはできない。 

事故当時 21歳だった私は 20歳の国民年金加入から約 1年半と年金加入期間が短く、

その半分以上の期間について保険料が納付、又は免除・猶予されていなければならなかっ

た。このため、たった 1ヵ月の「未納期間」が、「納付要件」という条件クリアに大きな

影響を与えてしまうのだ。 

20歳当時学生だった私が「将来障がい者になり、障害年金を申請する立場に置かれる」

ことまで考えているはずもなく、「20歳の国民年金の加入手続」も、「学生納付特例手続」

も全て私の 20歳到達とともに母が仕事の合間に役所で手続をしてくれていた。私は母に

言われるがまま学生納付特例手続に必要な「学生証の写し」をコピーし、母のもとへ郵送

しただけだ。母が私の学生納付特例手続を行っていなければ、私は障害年金を受け取るこ

とができないどころか、手術費用や入院費用、その後の義足作成費用などの負担が重くの

しかかっていただろう。 

事故後、障害年金の手続を役所で行った際、私の年金記録を確認した年金担当から母は

こう言われたそうだ。「お母さん、息子さんの学生納付特例、ちゃんとしておいてよかっ

たですね」と。母はいつも「当然のことをしたまでだ」とは言うが、母もまさか自分の息
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子が障がい者になるとは夢にも思ってはいなかっただろうし、きちんと私の年金の手続を

してくれていたからこそ、私の今の人生があることを考えると、感謝してもしきれない。 

そんな私はどのような巡りあわせか、現在市役所で年金担当として働いている。日々年

金手続の受付業務の中で、当然「学生納付特例手続」を受付するのだが、学生本人や母親

などの現役世代の方は「年金と言えば高齢者がもらう老齢年金」という認識が強い。「学

生納付特例なんてする意味があるの？」、「保険料なんて支払う意味なんてあるの？」「少

子高齢化で私たちが高齢者になったら年金はもらえないんでしょ？」といった質問を数多

く受ける。そんなときは現役世代が支払う保険料と高齢者の方が受け取る年金の関係など

「公的年金制度の仕組み」の説明や、自分自身の経験などを踏まえながら「障害年金や遺

族年金など、納付や免除をすることであなた自身に起こるかもしれない、転ばぬ先の杖と

なるような年金があるんですよ」というお話をさせていただき、納得していただいた上で、

保険料の納付や免除・猶予手続を進めていただいている。 

一方で、日々の業務の中で窓口対応をしていると、初診時に年金に加入していない、保

険料の納付が少ないことで納付要件を満たすことができないなどの理由により、残念なが

ら障害年金の受給に結び付かなかった方と接することもある。「早く教えてくれれば私

だって加入や納付・免除手続をしたのに…」「市役所の年金担当から案内されたことが無

い…」「障害者手帳があるのに年金担当から教えてもらえなかった…」といったご指摘を

受けることも多い。「年金は申請主義」と言えばそれまでなのだが、本来受け取ることが

できたかもしれない年金が受け取れない状況が生まれないよう、「案内を行う側」である

私がもっと「公的年金制度」について情報をお客様へ伝えていかなければならないと日々

痛感している。 

年金業務に携わる者としていつも心がけていることがある。年金の手続・相談に来られ

た方で、杖をついていたり、障害者手帳や療育手帳を持っていたり、「うつ」などの精神

障害を患われて退職した方などには「障害年金をご存知ですか？」という質問を意識的に

行うことだ。その方の傷病や障がいがすぐに年金申請に結び付かなかったとしても、「障

害年金の制度自体を知らなかった」、「私の病気で障害年金を申請できると思わなかった」

といった言葉をいただくことが多い。 
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市役所の年金担当職員として、老後の年金だけでなく、予期せぬ事故後の生活を助ける

障害年金や、大切な人を失われた遺族の生活を保障する遺族年金など、公的年金制度の大

切さについて、少しでも多くの人に伝えていくことが事故後の生活を公的年金制度に助け

られた私の大切な使命であると思っている。 


